
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

平均寿命が延び、いよいよ人生 100 年時代をむかえようとしています。 

いつまでも健康で、元気にすごしたいものです。 

しかし、将来の相続に向けて、残された家族がもめることがないように、 

相続に関するトラブル事例や法的な基礎知識、遺言の遺し方、相続登記の期限、各種相談先 

などを知っておきましょう。 
※知識習得のための講座であり、個別事項の相談には応じられませんのでご注意願います。 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

回 月／日 (曜日) 学  習  内  容 講  師 

１ 
６月 10 日

（火） 

・相続をめぐるトラブル 
遺産分割協議・遺言に関するトラブル、相続放棄の注意点 

・相続の基礎知識 
法定相続分と遺留分侵害額請求、困ったときの相談先は 

静岡県司法書士会所属 

司法書士 

倉田 和宏 様 

２ 
6 月 17 日 

（火） 

・遺言の遺し方について 
  「自筆証書遺言」「公正証書遺言」などの遺言制度について 

・相続登記の申請義務化等について 
  相続登記の期限と相続土地国庫帰属制度について 

静岡地方法務局 

 

担当職員 様 

令和７年度 蒲協働センター 地域文化セミナー 

【申込期間】５月７日（水）～ ５月 28 日（水） 

【申込方法】①、②の方法でお申込みください。 

① 窓口・電話での申込み：９時～17 時（時間外・日曜祝日を除く）☎053-464-2190 

② QR からの申し込み：申込最終日の 17 時まで受付 

※先着順ではありません。定員を超えた場合は事務局で抽選します。 

【当選確認】５月 30 日（金）～６月５日（木）９時～17 時 

① 窓口・電話での申し込みの方は、電話でご確認ください。 

② QR からお申込みした方には、結果をメールでお知らせします。 

♦注意事項 

 ・新型コロナウィルス、インフルエンザの状況により講座の開催を中止させていただく場合があります。 

・気になる方はマスクの着用をお願いします。 

【時 間】 9 時 30 分～11 時 30 分 

【場 所】 蒲協働センター ２階 講座室 

【定 員】 ２０人 

【持ち物】 筆記用具 

裏面もご覧ください 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蒲協働センター   学習成果活用事業 

あなたの学びの成果を地域に生かしてみませんか？ 

蒲協働センターを会場として、自分たちで講座や教室の企画・運営をしてみたい 

個人・団体の方々を募集します。 

 

個人・団体の本事業を通じての開講は２回までとなりますのでご了承ください。 

詳細は蒲協働センターまでお問合せください。 

・事業提案書兼申込書にて応募していただきます。 

事業提案書兼申込書は蒲協働センターの窓口で受け取るか、浜松市ホームページ 

からダウンロードしてください。 

・事業提案書兼申込書に記入し、蒲協働センター窓口へ提出してください。 

・応募期間は２０２５（R7）年４月１５日（火）～５月２１日（水）までとなります。 

自分で講座などを開きたい人を募集 

［応募方法及び期間］ 

裏面もご覧ください 

・蒲協働センターの職員の異動がありました。 

【お世話になりました】         

   蒲協働センター   岡田 直也 （中央生活福祉第一課（南）へ） 

【よろしくお願いします】 

   蒲協働センター   石井 大晴 （中央生活福祉第一課（南）より）  


